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宇都宮大学共同教育学部附属中学校いじめ防止基本方針

令和６年４月

１ いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、

当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、

起こった場所は学校の内外を問わない。

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）より

上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめはどの生徒にも、どの学校・

学年・学級においても起こりうるものであり、いじめ問題にまったく無関係ですむ生

徒はいない。」という基本認識に立ち、全校生が「感謝と思いやり、信頼と友情で結

ばれた、安全でいじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「い

じめ防止基本方針」を策定した。

いじめ防止のための基本姿勢として、以下の５項目をあげる。

（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

（２）生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

（３）いじめの早期発見のために、相談体制を整備するなど、様々な手段を講じる。

（４）いじめへの対処のために、当該生徒の安全を保証するとともに、教員間での協力

のみならず、必要に応じて大学や専門家と協力して解決にあたる。

（５）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策も含め、学校と家庭が協力

して、事後指導にあたる。

２ いじめの未然防止のための取り組み

学校の努力点の一つに「生徒と教師が互いに認め合える良好な人間関係を基盤とし

た生徒指導を推進する」を掲げ、生徒一人一人が周囲から認められ、互いに相手を思

いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業

を心がけ、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに、学級に対する達成感・成就感を

育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

道徳の時間には命の大切さについての指導を行う。また、生徒が「いじめは絶対に

許されないことである」という認識をもつように、教育活動全体を通して指導すると

ともに、いじめを自分たちの問題として捉え、その防止と解決に向け自主的に行動す

ることができるようにする。
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（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

① 学習指導の充実

・人権に配慮した授業

・協同を意識した授業

② 道徳教育の充実

・情報モラルや各教科等との関連を図った指導を実施

・一人一人のよさを伸ばし成長を促すための評価の充実

③ 人権集会の実施

・人権に関するアンケート

・学友会主催による啓発活動

（２）生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

① 学習活動の中で「未来の創り手となるための資質・能力の育成」を推進するなど、

一人一人の能力を最大限に発揮させる指導方法の工夫

② 生徒の自発的な活動を支える学友会活動の充実

③ 生徒の主体性を重視した学年・学校行事の実施（宿泊学習・運動会・文化祭など）

④ 特別活動におけるコミュニケーションプログラムの実施

⑤ 異年齢集団（３学年縦割り）による清掃活動の実施

３ いじめの早期発見・対処に向けての取り組み

（１）いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。

① 生徒が相談しやすい環境を整備するとともに、教職員は生徒理解を深め、生徒に

寄り添って信頼関係の構築に努める。

② 生徒、保護者への相談窓口等の周知を行う。原則として、学級担任がこれを行い、

部活動に係わる内容の場合は部活動顧問とする。ただし、それ以外にも各学年主任、

生徒指導主事、支援教育相談主任、各学年生徒指導係、各支援教育相談係が相談窓

口になる。また、関係諸機関との相談窓口についても周知を図る。

③ 「いじめはどの生徒にも、どの学校・学年・学級においても起こりうるものであ

る。」という基本認識に立ち、全ての教員が生徒の様子を見守り、日常的な観察を

丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていく。

④ わずかな変化が見られる生徒がいる場合には、学年会議や生徒指導係会、支援教

育相談係会、職員会議等の場において気付いたことを全職員で共有し、より大勢の

目で当該生徒を見守る体制を強化する。

⑤ 様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、生徒に安心感

をもたせるとともに、問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には「スク

ールカウンセラーとの面談」や「教育相談」で当該生徒から悩み等を聞き、早期発

見に努める。

⑥ 「いじめに関するアンケート」や「人権に関するアンケート」を行い、生徒の悩

みや人間関係を把握し、よりよい学校づくりを目指す。

⑦ 教職員がいじめに対する指導力を高めることができるよう、いじめに関する研修

ツールを活用するなど研修の充実を図る。
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（２）いじめへの対処のために、全職員が一致団結してことにあたる。

① いじめを発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全て

の教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。

② 情報収集を綿密に行い、事実を確認した上で、いじめを受けた生徒の身の安全を

最優先に考え、いじめを行った生徒に対して毅然とした態度で指導にあたる。

③ 学校内外だけでなく、大学や専門家と協力し解決にあたる。

④ いじめを受けた生徒の心の傷を癒やすために、スクールカウンセラーや養護教諭

と連携をとりながら指導・支援を行う。

⑤ いじめが解消したと思われた場合も、いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒

及びその保護者への継続的な指導・支援を行う。

（３）家庭や関係機関と連携して取り組む。

① いじめ問題が起きたときには、家庭との連携を強化し、学校側の取組についての

情報を伝えるとともに、家庭での様子や友人関係についての情報を集めて指導に生

かすこととする。また、いじめの加害・被害にかかわる心配がある場合には、学校

や関係機関等と適切な連携を図ること等について周知を図る。

② 生徒の生命、身体、または財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、いじめ

を受けた生徒・保護者の意向にも配慮した上で、警察に相談・通報し、適切に援助

を求める。

４ いじめ問題に取り組むための校内組織

いじめの問題は、特定の教員が抱え込むことなく、組織的に対応することが重要で

あることから、いじめ等に係る組織を設置する。

なお、いじめの事実確認を行う場合は、本組織を主体とし、必要に応じて関係職員

を加えるなどする。

また、学校だけでは対応が困難な事案に関しては、大学等の外部機関との連携を図

りながら対応にあたる。

（１）学校内の組織

① 「生徒指導係会」

・週１回、生徒の現状や指導についての情報交換及び今後の共通行動の話し合い

・生徒への指導及び支援方針

・いじめが疑われる案件の事実確認

② 「支援教育相談係会」

・週１回、生徒の現状や支援の方法についての情報交換及び今後の共通行動の話

し合い

・生徒への支援方針

③ 「学年会」

・週１回、生徒の現状や学年経営方針についての情報交換及び今後の共通行動の

話し合い

・生徒への支援方針と具体策の検討
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④ 「学年主任会」

・週１回、生徒の現状や学年ごとの課題等についての情報交換及び今後の共通行

動の話し合いを行う。

⑤ 「職員会議」

・月１回、緊急を要する生徒の現状報告及び今後の指導方針について伝達し、全

職員による生徒情報の共有を図る。

⑥ 「生徒指導委員会」

・年２回、学校の制度や運営に関しての情報の交換及び制度の見直しの話し合い

を行う。

⑦ 「いじめ等対策委員会」

・いじめ等に関する措置を実効的に行う。

【構成委員】校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、生徒指

導係、支援教育相談担当、特別支援教育コーディネータ、SC、SCM、
当該学級担任

・年に１回例会を開催するとともに、必要に応じて委員会を開催する。

（２）家庭や関係機関と連携した組織

いじめ等の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭・副

校長に報告する。また、状況によっては、いじめ等対策委員会を開催し敏速な対応

を行う。副校長は、校長に報告し、校長の指示により敏速に支援体制をつくり対処

する。

（３）いじめの対処

事実確認を正確かつ迅速、組織的に行い、いじめを受けた生徒やいじめを知らせ

てきた生徒の安全を確保し守り通すとともに、いじめを行った生徒に対しては、「い

じめは決して許されないこと」を毅然とした態度で指導する。

① いじめを受けた生徒やいじめを行った生徒、関係生徒から事情を聴くなどして正

確に事実関係を把握する。

② いじめを受けた生徒・保護者に対するスクールカウンセラーとの面談も含めた親

身な支援と、いじめを行った生徒に対する背景等を十分に理解した上での毅然とし

た指導及びその保護者への継続的な指導・助言等を校内の組織を有効に利用して行

う。

③ いじめの解決にあたっては、保護者や大学、警察、児童相談所などの関係機関と

の連携を図る。

５ 取り組みの充実に向けて

本基本方針を学校ホームページで公開するとともに、保護者会やＰＴＡ活動等を活

用するなどして周知を図り、いじめ防止等の対策を家庭や関係諸機関との連携の下に

推進する。

また、本校におけるいじめ防止等の取組が適切に実施され、実効性のあるものとな

っているかについて「いじめ等対策委員会」において定期的に点検したり、人権アン

ケートの結果を検証したりするなどして、取組内容や取組方法の改善に努める。
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宇都宮大学共同教育学部附属中学校いじめ等対策委員会規約

第１章 総 則

第１条 本会は、宇都宮大学共同教育学部附属中学校いじめ等対策委員会

と称し、事務局を本校に置く。

第２条 本会は、いじめ問題等に関する対策・対応を協議し、効果的に運

営することによって、生徒や教師、家庭、地域の生徒のいじめ問題

等に対する意識高揚を図り、生徒の健全育成を目的とする。

第２章 内 容

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議す

る。

１ いじめ問題等の生徒の実態把握、それに伴う基本方針、指導体制

の確立

２ 学校と家庭、地域との協力、連携

３ その他必要と認めたこと

第２章 組 織

第４条 本会は、以下の者をもって組織する。

校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、生徒指

導係、支援教育相談担当、特別支援教育コーディネータ、SC、SCM、
当該学級担任。

第５条 本会は、下記の役員を置く。

委員長 １名（学校長）

副委員長 １名（副校長）

第３章 会 議

第６条 本会は、年１回例会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に開

催することができる。

第７条 本会は、委員長がこれを招集する。

附 則

１．本規約は令和３年５月６日より実施する。
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＜組織図＞
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